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 第１回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会議事録  
 
 
 

日時：平成 1９年１１月１２日 (月 )  
午後１：００～  

場所：Ｂ１会議室  
                                          

  
 

出 席 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠 席 委 員  

 

 

 

 

 

出 席 幹 事  

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

委員（学識経験者） 

 

山島哲夫委員，三橋伸夫委員，金子達男委員， 

和田佐英子委員，塩野谷ふじ子委員  

 

 

臨時委員（地区代表） 

 

今井源一委員（宇都宮東地区） 

平野起佑委員，小野義一委員（下平地区） 

高谷兼蔵委員（宇都宮山王地区） 

 

（９名） 

 

 

螺良恭一委員（宇都宮東地区） 

 

（１名） 

 

 

 

笠井純幹事，栗田健一幹事，森岡正行幹事，関哲雄幹事  

大森義夫幹事，斉藤寧幹事，吉澤信二幹事，田辺義博幹事 

（８名） 

 

 

飯塚由貴雄書記，鈴木俊夫書記，高橋裕司書記， 

菊池賢一書記 

（４名） 
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飯 塚 書 記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯 塚 書 記  

 

 

 

 

笠 井 幹 事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お忙しい中ご出席いただきまして，誠にありがとうございます。

本日は ， 第１回 目 の宇都 宮 市まち づ くり交 付 金評価 委 員会です

のではじめに委嘱状交付を行います。  

本来で あ れば， 市 長が各 委 員へ委 嘱 状をお 渡 しする こ とにな り

ますが ， 所要で 出 席でき ま せんの で 都市開 発 部長笠 井 より，委嘱

状の交付をさせていただきます。  

なお， た だいま か ら，笠 井 部長が 各 委員の 席 まで移 動 し，委 嘱

状を交 付 いたし ま すので ， その際 に は，恐 縮 でござ い ますがご起

立いただき，お受け取りください。  

 

【委嘱状交付終了】  

 

ただ今から，「第１回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会」を

開会いたします。  

それで は ，開会 に あたり ， 都市開 発 部長よ り ，ごあ い さつ申し

上げます。  

 

本日，皆様方におかれましては，委員をお引き受けいただきま

して誠にありがとうございます。  

また，大変お忙しい中，第１回目の宇都宮市まちづくり交付金

評価委員会にご出席を賜りまして，重ねて御礼を申し上げます。

まちづくり交付金制度につきましては，全国の都市の再生を効

率的に推進することによりまして，地域の活性化を図ることを目

的に，平成１６年度に創設された国庫補助制度であります。  

国全体での今年度予算は，約２４３０億円で，７６４市町村に

おきまして，１３２６地区でまちづくり交付金制度を活用し，そ

れぞれの地区特性に応じたまちづくりが行われております。  

この制度は，従来の補助事業に比べて市町村の自主性が拡大さ

れており，ハード事業からソフト事業までの幅広い活用ができ，

本市におきましてもいち早く本制度を導入し，現在，１０地区に

おいてまちづくり交付金を活用したまちづくりを進めておりま

す。  

また，本制度では，事前にまちづくりの目標や，期待される効

果についての数値目標を設定し，事業終了時にその達成状況や今
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飯 塚 書 記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後のまちづくりの方策を整理することなど，一連の事業の評価を

行うことが義務付けられております。  

このようなことから，本市におきましても，まちづくり交付金

評価委員会を設置し，事後評価の原案について，様々なお立場か

ら，ご意見をいただき，その内容を十分踏まえまして，国への報

告を行うとともに各地区の今後のまちづくりに活かしてまいりた

いと考えておりますので，忌憚のないご意見，ご助言等をよろし

くお願い申し上げます。  

今回，まちづくり交付金事業が終了する３地区の事後評価につ

いて，本日と来週の 2回のご審議となり，大変忙しいスケジュール

ではありますが，どうぞよろしくお願いいたします。  

 

ありがとうございました。  

次に，本日の会議資料について確認させていただきます。先日，

送付いたしました，  

・  第１回宇都宮市まちづくり交付金評価委員会次第  

・  宇都宮市まちづくり交付金評価委員会名簿  

・  資料１  宇都宮市まちづくり交付金評価委員会関係資料  

・  資料２  都市再生整備計画（宇都宮東地区）  

・  資料３  都市再生整備計画（下平地区）  

・  資料４  都市再生整備計画（宇都宮山王地区）  

・  資料５  現地調査資料  となります。  

以上不 足 してい る ものが あ りまし た ら，お 知 らせく だ さい。 よ

ろしいでしょうか。  

それで は ，今回 は ，初め て の委員 会 でござ い ます。 こ こで，改

めまし て ，委員 の 皆様の ご 紹介と ， 幹事・ 事 務局職 員 の紹介をさ

せてい た だきま す 。お手 元 の「宇 都 宮市ま ち づくり 交 付金評価委

員会名 簿 」をご 覧 下さい 。 はじめ に ，委員 の 皆様を ご 紹介いたし

ますので，恐れ入りますが，ご起立をお願いいたします。  

学識経 験 者のお 立 場でご 出 席いた だ いてお り ます， 山 島哲夫委

員です。  

同じく，三橋伸夫委員です。  

同じく，金子達男委員です。  

同じく，和田佐英子委員です。  



 
 - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 橋 書 記  

 

 

 

同じく，塩野谷ふじ子委員です。  

次に， 今 回，事 後 評価を 行 う地区 か らご出 席 いただ い た委員 と

しまし て 宇都宮 東 地区か ら 螺良恭 一 委員で す が，本 日 は所用によ

り欠席となっております。  

同じく，今井源一委員です。  

下平地区から平野起佑委員です。  

同じく，小野義一委員です。  

また，宇都宮山王地区から高谷兼蔵委員です。  

委員の 皆 様方に は ，今後 何 かとお 世 話にな り ますが ， よろしく

お願い申し上げます。  

続きま し て，幹 事 及び事 務 局職員 を 紹介い た します 。 まず，幹

事の紹介をいたします。  

都市開発部長の笠井純です。  

都市開発部次長の栗田健一です。  

都市開発部区画整理担当副参事の森岡正行です。  

都市計画課長の関哲雄です。  

住宅課長の大森義夫です。  

区画整 理 計画課 長 の斉藤 寧 ですが 欠 席のた め ，課長 補 佐の山形

です。  

東部区画整理事業課長の吉澤信二です。  

公園緑地課長の田辺義博です。  

続きまして，事務局職員（書記）の紹介をいたします。  

都市計画係長の鈴木俊夫です。  

都市計画グループ総括主査の高橋裕司です。  

都市計画グループ主任の菊池賢一です。  

最後に私，都市計画課課長補佐の飯塚由貴雄です。  

続きま し て，こ こ でまち づ くり交 付 金制度 の 概要， 宇 都宮市 ま

ちづく り 交付金 評 価委員 会 の組織 及 び当委 員 会の公 開 について確

認の説明をさせていただきます。  

 

資料１ の 「宇都 宮 市まち づ くり交 付 金評価 委 員会関 係 資料」の

１ページをご参照ください。  

まず，「まちづくり交付金制度について」でございます。  

まちづ く り交付 金 につい て でござ い ますが ， 全国の 都 市の再生
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を効率 的 に推進 す ること に よって ， 地域住 民 と地域 経 済の活性化

を図る こ とを目 的 として ， 平成１ ６ 年度に 創 設され た 制度でござ

います。今日はお手元にまちづくり交付金のパンフレットとして，

ブルー の 冊子を ご 用意さ せ ていた だ きまし た 。こち ら の方をご覧

くださ い 。中ほ ど のペー ジ を見て い ただく と 分かる の ですが，個

性あふ れ るまち づ くりの 推 進とタ イ トルが ご ざいま す 。こちらに

は色々 な まちづ く りの事 例 が掲載 さ れてご ざ います が ，まちづく

り交付 金 制度と は ，市町 村 が，目 標 の設定 や ，使用 に ついて自由

に設定 し ，目標 達 成のた め に各種 事 業を実 施 するこ と が出来る。

とござ い ますが ， このま ち づくり 交 付金事 業 は，従 来 の補助事業

に比べ て ，市町 村 の自主 性 が非常 に 拡大さ れ てござ い ます。様々

なまち づ くりに 活 用でき る ような 制 度とな っ ており ま す。平成１

６年度に創設された制度でございます。  

続きま し て，資 料 の１ペ ー ジの２ 番 をご覧 く ださい 。 こちらに

まちづ く り交付 金 の概要 が ござい ま す。ま ち づくり 交 付金を導入

する際 の 仕組み と して， 都 市再生 整 備計画 と いうも の を作成する

ことに な ってご ざ います 。 こちら に つきま し ては， ま ちづくりの

目標で す とか， そ の目標 を 実現す る ための 事 業，こ う いったもの

を記載 し て，国 に 提出す る ことに な ってお り ます。 計 画期間は３

年から ５ 年で作 成 するこ と となっ て おりま す 。国の 審 査を受け，

承認さ れ ますと ， 交付金 が 交付に な るとい う ことで ご ざいます。

事業の 最 終年度 ， 又は完 了 すると き に事後 評 価を行 う ことになっ

ており ま して， こ ちらで は ，交付 期 間終了 年 度に目 標 の達成状況

に関す る 事後評 価 を行い ， 結果等 を 公表す る ことと な っておりま

す。通 常 の補助 事 業にお い ては， こ ういっ た 仕組み は 導入されて

おりませんが，まちづくり交付金の 1 つの特徴といたしまして，

事後評 価 を行う と いうこ と が導入 さ れてお り まして ， もらった交

付金が 有 効に使 わ れてい る か，あ る いはま ち づくり に 生かされて

いるか 。 こうい っ たこと を 検証す る ことが 義 務付け ら れておりま

す。つ づ きまし て ３番の ま ちづく り 交付金 制 度にお け る事後評価

につい て でござ い ますが ， 目的と し てまち づ くり交 付 金がもたら

した成 果 を客観 的 に検証 し て今後 の まちづ く りのあ り 方を検討す

ること や ，事業 成 果を住 民 に分か り やすく 説 明する こ とを目的と

してございます。事後評価を実施する時期と主体でございますが，
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交付終 了 年度に 市 町村が 実 施する と なって ご ざいま す 。評価実施

時に仮 に 事業が 完 了され て いなく て も，交 付 終了年 度 には実施す

る。あ る いは目 標 設定の 確 定値が 得 られな く ても， 見 込み値とし

て翌年度以降に移行するような制度になっております。  

次ペー ジ をお開 き くださ い 。こち ら は事後 評 価の流 れ でござい

ます。 事 後評価 の 実施に つ きまし て は，交 付 金の終 了 年度に行う

ことに な ってお り ますが ， 事後評 価 の作業 自 体は最 終 年度に１年

かけて 行 うこと に なりま す 。まず ， １の方 法 書の作 成 でございま

すが， 事 後評価 を いつど の ような 作 業で進 め ていく か というもの

を年度 当 初に作 成 いたし ま して， 国 のほう に 提出し て いくもので

ござい ま す。そ れ 以降， 作 業につ き まして は この方 法 書に基づき

行っていくということになっております。（２）の事業の成果及び

実施過 程 の検証 で ござい ま すが， ま ちづく り の目標 等 の達成状況

の確認 の ①と② で 事業の 実 施がど う だった か ，数値 目 標が達成し

ている か どうか ， という こ とをチ ェ ックい た します 。 また実施過

程にお い ても評 価 するも の でござ い ます。 そ の次に ③ で成功した

要因や 失 敗した 要 因につ い て，こ れ までの ま ちづく り をしてきた

課題を 抽 出して お ります 。 最終的 に 取りま と めとし て ，④番今後

の ま ち づ く り の 方 策 を 取 り ま と め て い く と い う こ と で ご ざ い ま

す。以 上 ①番か ら ④番ま で が事後 評 価の作 業 内容で ご ざいます。

一連の 事 後評価 の 作業が 終 わりま す と，こ れ を事後 評 価原案とし

てまと め ること に なりま す 。事後 評 価をま と めます と ，住民に対

して公 表 し，寄 せ られた 意 見を評 価 結果に 反 映させ ま す。もう１

つは本 日 のよう に ，まち づ くり評 価 委員会 に よる審 議 ということ

で，事 後 評価の 行 った内 容 につい て 妥当性 が あるか ど うかをチェ

ックし て いただ く という こ とと， 今 後のま ち づくり の 意見等をい

ただくということで，⑤番と⑥番で意見反映の手続きを行います。

それが 終 わりま す と，最 終 的に評 価 の結果 を まとめ る ということ

で，時 期 的には 年 末にな り ますが ， こちら を まとめ て 最終的には

国に提 出 いたし ま して， 確 認，助 言 等がご ざ いまし て ，必要な修

正を加えて，最終的な公表は３月になります。（３）にフォーロー

アップ の 実施翌 年 度と書 い てござ い ますが ， こちら に つきまして

は最終 年 度に事 後 評価を 行 うとい う ことで ， 達成状 況 が見込み値

を使わ ざ るを得 な い状況 が ござい ま す。こ う いった ケ ースにつき
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まして は ，翌年 度 以降改 め て評価 を 確定さ せ ，報告 ， 公表を再度

行うものでございます。以上事後評価の流れでございます。  

次ペー ジ ３ペー ジ をご覧 く ださい ５ 番のま ち づくり 交 付金評価

委員会 に ついて で ござい ま す。目 的 といた し まして ， 事後評価等

が適切 に 実施さ れ たこと を ，中立 公 正な立 場 で審議 い ただくもの

でござ い ます。 審 議の内 容 につき ま しては 大 きく２ つ ございまし

て，１ つ は事後 評 価の手 続 き等に 関 わる審 議 という こ とで，事後

評 価 の 手 続 き あ る い は 都 市 再 生 整 備 計 画 の 目 標 の 達 成 状 況 の 確

認，事 後 評価結 果 等につ き まして 妥 当性を ご 審議い た だくという

ことでございます。不適切な点，改正すべき点等がある場合には，

意見を 具 申する こ とがで き るとな っ ており ま す。も う １つの点で

ござい ま すが， 今 後のま ち づくり 方 策等に 関 わる審 議 ということ

で，今 後 のまち づ くり方 策 の内容 に ついて 妥 当性を 審 議していた

だいて ， 不適切 な 点，追 加 する点 が ある場 合 には， ご 意見をいた

だくということでございます。  

最後に な ります が ，下の 表 でござ い ますが ， 現在宇 都 宮市で，

まちづ く り交付 金 を活用 し ている 地 区でご ざ います 。 １から１０

まで１ ０ 地区ご ざ います 。 このう ち 番号に 丸 がつい て いる宇都宮

東地区 ， 下平地 区 ，山王 地 区につ き まして は まちづ く り交付金の

計画期 間 が今年 度 で終了 す るとい う ことで ， この３ 地 区が事後評

価の対 象 であっ て ，本日 と 来週で 事 後評価 の ご審議 を いただく地

区でご ざ います 。 以上ま ち づくり 交 付金制 度 につい て のご説明と

させていただきます。  

 次に ， 当会議 の 公開に つ いてご 説 明させ て いただ き ます。本

市にお き まして は ，会議 の 状況を 市 民に明 ら かにし ， 公正かつ透

明な市 政 を推進 す るため ， 本委員 会 につき ま しては 資 料１の８ペ

ージに ご ざいま す が，付 属 機関等 の 会議の 公 開に関 す る要領によ

りまし て ，原則 公 開にな り ます。 ま た必要 が あると 認 める場合に

は非公 開 とする こ とが出 来 ますが ， 非公開 と する事 由 につきまし

ては， 宇 都宮市 情 報公開 条 例の７ 条 にあり ま す，行 政 情報の公開

義務各 項 に定め る 非公開 情 報に該 当 する情 報 に関し て 審議を行う

場合， あ るいは ， 公開に す ること に よって 個 人に関 す る情報や公

正且つ 円 滑な議 事 運営に 著 しい支 障 が認め ら れると き としており

ます。 会 議の公 開 につき ま しては ， 傍聴を 認 めるこ と により行う
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飯 塚 書 記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 委 員  

 

飯 塚 書 記  

 

 

 

金 子 仮 議 長  

 

 

 

 

 

 

ものと し ており ま す。あ ら かじめ 傍 聴を認 め る定員 を 定めて，傍

聴席を設けることとしております。同様に議事録におきましても，

情報公 開 条例第 ７ 条に該 当 する条 項 におき ま しては 非 公開となり

ます。 本 日の会 議 につい て の傍聴 者 はござ い ません 。 最後になり

ますが ， 議事に 入 ります 前 に，事 務 局より 本 会議の 成 立について

ご報告 さ せてい た だきま す 。本会 は ，現在 出 席委員 は ９名でござ

います 。 これは 当 委員会 設 置要綱 第 ８条に ご ざいま す 委員会は委

員の過 半 数の出 席 をもっ て 開催す る 旨の要 件 を満た し ております

ので，会議の成立をご報告申し上げます。以上でございます。  

 

それでは，４の議事に入らせていただきます。  

本日の 会 議でご ざ います が ，当委 員 会設置 要 綱第８ 条 により会

議は委員長が議長となる。また，委員長の選出にあたりましては，

同設置 要 綱第７ 条 により ま して委 員 の互選 に よるこ と となってお

ります。  

本日は ， 委員委 嘱 後最初 の 会議で ご ざいま す ので， ま だ議長の

職務を 行 う方が い らっし ゃ いませ ん 。つき ま しては ， 議長が決定

するま で の間， 仮 議長を 選 出し， 議 事を進 行 してま い りたいと存

じます 。 仮議長 の 選出に つ いて， 誠 に僭越 で はござ い ますが，事

務局に一任いただいてよろしいでしょうか。  

 

異議なし。  

 

ありが と うござ い ます。 そ れでは ， 本日出 席 の委員 の 中から，

金子委 員 に仮議 長 をお願 い したい と 存じま す 。金子 委 員よろしく

お願いいたします。  

 

ただ今 ， 事務局 よ り仮議 長 に指名 さ れまし た 金子で す 。議長を

努める 委 員長が 選 任され る までの 間 ，皆様 の ご協力 を いただきな

がら議 事 をスム ー ズに進 め ていき た いと考 え ており ま すので，よ

ろしくお願いいたします。  

それで は ，委員 長 及び職 務 代理者 の 選出で ご ざいま す が，先 ほ

ど事務 局 からの 説 明があ り ました と おり， 委 員の互 選 によるとご

ざいます。  
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三 橋 委 員  

 

 

 

 

金 子 仮 議 長  

 

 

 

 

 

各 委 員  

 

金 子 仮 議 長  

 

 

 

 

 

 

 

山 島 委 員 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様，ご意見ございますか。  

 

これま で も宇都 宮 市をは じ めのと す る多く の 都市に お いてまち

づくり に 携わり ， 都市計 画 や建築 関 係の分 野 で幅広 く 活躍され，

経験豊 富 である 山 島委員 を 推薦し た いと思 い ますが ， いかがでし

ょうか。  

 

ただ今 ， 三橋委 員 から山 島 委員を 委 員長に 推 薦する 旨 のご意見

がございました。他にご意見ございますか。  

他にご意見がないようですので，お諮りいたします。  

当委員 会 の委員 長 として 山 島委員 を 選出す る ことに つ いて，ご

異議ございませんか。  

 

異議なし。  

 

ご異議 が 無いよ う ですの で ，山島 委 員を会 長 に選出 す ることに

決定いたします。  

なお，職務代理者につきましては，当委員会設置要綱第７条に

委員のうちから，委員長があらかじめ指名する旨，定められてお

りますので，委員長にお任せいたします。  

それで は ，議長 を 委員長 に 交替い た します 。 ご協力 あ りがとう

ございました。山島委員長お願いいたします。  

 

ただ今，委員長に推薦いただきました山島です。この委員会は，

先ほど 市 のほう か らも説 明 がござ い ました が ，まち づ くり交付金

の事業 の 成果を 評 価して 適 切な評 価 が行わ れ ている か どうかを審

査する と いうの が この委 員 会の役 目 でござ い ます。 ま ちづくり交

付金は 先 ほどの 資 料を見 て も，最 近 出来た 制 度とい う ことでござ

います が ，今ま で は，も の を作る と いうと ， もの一 つ 一つに補助

金がつ い ていた わ けです ね 。とこ ろ が，ま ち づくり 交 付金という

ものは ， まちを 再 生する た め色々 な 範囲で さ まざま な 事業が行え

るとい う 非常に ユ ニーク な 制度で ， 宇都宮 市 はもう １ ０箇所も実

施して い る。当 然 ，栃木 県 内でこ れ だけ実 施 してい る ところは他

にござ い ません し ，一番 最 初から 宇 都宮市 が 取り組 ん できたんだ
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高 橋 書 記  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

という こ とでご ざ います 。 その評 価 を，単 に 行政内 部 だけで行う

のでは な く，評 価 したも の を市民 に 公開し て ，我々 第 三者が中立

な立場 で 公正に 審 査する ， という 意 味で， 単 にもの を 作っている

という の ではな く ，まち が どう変 わ ってき た かとい う ことについ

て評価 す るとい う 非常に ユ ニーク な 制度で ， 宇都宮 市 が沢山の事

業をや っ ている と いうこ と は，私 達 にとっ て もいい こ とだと思い

ます。 こ の委員 会 は，公 正 中立な 立 場で， 市 民の目 線 で評価して

いかな け ればな ら ないわ け ですが ， 私ども の 審査と し ては，これ

からの 事 業執行 が より良 く 進むよ う な形で 審 査をし て いきたいと

考えておりますので，ご協力よろしくお願いいたします。  

はじめ に ，職務 代 理者の 選 出でご ざ います が ，先ほ ど の説明の

とおり ， 委員長 が 指名す る と定め ら れてご ざ います 。 誠に僭越で

ございますが，私から指名させていただきます。  

本委員 会 は，宇 都 宮市の 現 状を捉 え ながら 適 正で迅 速 な会議を

行って い く必要 が あると 考 えます 。 つきま し ては， ま ちづくりに

高い見 識 をお持 ち である 三 橋伸夫 委 員に職 務 代理者 を お願いした

いと思います。三橋委員よろしくお願いいたします。  

それで は ，会議 次 第に従 い 会議を 進 めてま い ります が ，まず，

当委員 会 の運営 に ついて ， 委員会 設 置要綱 第 １１条 に より，委員

会に諮って定めることとなっております。  

そのた め ，事務 局 より説 明 をいた だ き，そ の 後，ご 質 問，ご意

見をいただきたいと思います。事務局より説明をお願いします。

 

宇都宮 市 まちづ く り評価 委 員会運 営 要領に つ いてご 説 明させて

いただ き ます。 先 ほどの 資 料１の ７ ページ を ご覧く だ さい。この

要領は ， 宇都宮 市 まちづ く り交付 金 評価委 員 会設置 要 綱の第１１

条の規 定 に基づ き 宇都宮 市 まちづ く り交付 金 評価委 員 会の運営に

関し必 要 な事項 に ついて 定 めるも の でござ い ます。 第 ２条の会議

の公開 に ついて で ござい ま すが， 委 員会の 会 議は， こ れを公開と

する。 た だし， 委 員長は ， 出席し た 委員の ２ 分の１ 以 上が必要が

あると 認 めると き は非公 開 とする こ とが出 来 る。２ ， 委員長は，

必要が あ ると認 め るとき は ，傍聴 人 の数を 制 限し， 又 は傍聴人を

退場さ せ ること が 出来る 。 第３条 の 議事録 で ござい ま すが，委員

会の会議については議事録を作成し，出席者の氏名，会議の概要，
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山 島 委 員 長  
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山 島 委 員 長  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 重 要な事 項 を記載 し なけれ ば ならな い 。２， 議 事録には委

員長が 指 名する 委 員２名 が 署名し な ければ な らない 。 第４条の幹

事でご ざ います が ，委員 会 に幹事 若 干人を 置 く。２ ， 幹事は，市

職員の う ちから 市 長が任 命 する。 ３ ，幹事 は ，委員 会 の所掌事務

につい て ，委員 ， 臨時委 員 を補佐 す る。第 ５ 条の送 付 でございま

すが， 委 員長は ， 会議の 開 催日の ５ 日前ま で に，会 議 の議案を委

員に通 知 しなけ れ ばなら な い。た だ し，委 員 長が急 務 を要すると

認めた 議 案につ い ては， こ の限り で はない 。 第６条 委 員の発言と

して委 員 及び幹 事 等の発 言 は，委 員 長の許 可 のもと に 行うものと

する。 附 則とし て ，この 要 領は平 成 １９年 １ １月１ ２ 日から施行

することとなっております。  

 

事務局 か らの説 明 が終わ り ました 。 ご質問 ・ ご意見 等 ありま し

たらお願いします。  

特に無 い ようで す ので， 宇 都宮市 ま ちづく り 交付金 評 価委員 会

運営要領案についてはよろしいでしょうか。  

 

異議なし。  

 

それでは，運営要領案の案を消していただきます。  

それで は ，会議 次 第に従 い 会議を 進 めてま い ります が ，まず，

当委員 会 運営要 領 第３条 に 基づき ま して， 本 日の会 議 の議事録署

名委員 と いたし ま して， 三 橋委員 と 和田委 員 の両名 を 指名いたし

ます。よろしくお願いいたします。  

そ れで は ， 審議 に 入 りま す 。 本日 の 議 題と い た しま し て ，平 成

１９年 度 にまち づ くり交 付 金が終 了 する地 区 におけ る 事後評価原

案３件 に ついて ， 平成１ ９ 年１０ 月 ３１日 付 宮都第 ３ ４５号，宮

都第３ ４ ６号， 宮 都第３ ４ ７号， を 市長か ら 諮問を 受 けておりま

す。  

まず， 議 事に先 立 ちまし て ，会議 の 公開， 非 公開に つ いて確 認

いたし ま す。本 日 の案件 に つきま し ては， 会 議は公 開 とさせてい

ただきます。よろしいでしょうか。  

それ で は ，今 回 ， 事後 評 価 を行 っ た ３地 区 の 計画 概 要 等に つ い

て事務 局 より説 明 をいた だ き，そ の 後，ご 質 問，ご 意 見をいただ
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きたいと思います。  

また ， 本 日は こ の 後に 現 地 調査 が 予 定さ れ て おり ま す ので ， ２

時３０分ころ出発できるよう会議の進行をお願いいたします。  

では，事務局より説明をお願いします。  

 

 東部 区 画整理 事 業課長 吉 沢でご ざ います 。 よろし く おねがいし

ます。それでは，（２）事後評価対象地区の概要等についてのうち

まず， ① 宇都宮 東 地区に つ いてご 説 明いた し ます。 資 料の２をご

覧くだ さ い。４ ペ ージを お 開きく だ さい。 都 市再生 整 備計画の宇

都宮東 地 区の区 域 を示し た もので ご ざいま す 。赤の 太 線で囲まれ

た区域でございます。 JR 宇都宮駅東の東側に位置しまして面積は

２４６ ｈ ａでご ざ います 。 市立図 書 館，体 育 館，白 楊 高校などが

ご確認 い ただけ る と思い ま す。次 に ５ペー ジ をお開 き くださいこ

れは宇 都 宮東地 区 の整備 方 針概要 図 でござ い ます。 宇 都宮東地区

は図面 の 左側で 青 の三角 形 で囲ま れ た城東 土 地区画 整 理事業地区

面積が ２ ６．１ ｈ ａと図 面 の右側 で 黄色の 線 で囲ま れ ました，駅

東第３ 土 地区画 整 理事業 地 区１２ １ ．７ｈ ａ ，及び こ の２地区に

挟まれ ま した図 面 中央に 位 置しま す 。既に 事 業が完 了 しておりま

す駅東 第 ２土地 区 画整理 事 業地区 ， 駅東土 地 区画整 理 事業地区９

８．２ ｈ ａの四 つ の地区 で 構成さ れ ており ま す。全 体 面積が２４

６ｈａ の 区域で ご ざいま す 。本地 区 は，土 地 区画整 理 事業よる総

合的な 基 盤整備 に より防 災 機能の 充 実や生 活 環境の 改 善を整備方

針とい た しまし て ，宇都 宮 の玄関 口 として ふ さわし い 環境整備を

図る地 区 と位置 づ けた区 域 でござ い ます。 本 地区で の 主な事業と

しまし て は，図 面 左下の 枠 の中に 示 してお り ますが ， 基幹事業と

提案事 業 の２つ に 分けて 整 理して お ります 。 基幹事 業 としまして

は，土 地 区画整 理 事業や 公 園整備 事 業があ り まして ， また提案事

業とし ま しては ， まちづ く り活動 推 進支援 ， ワーク シ ョップによ

る公園整備計画，樹木の里親制度計画などを位置づけております。

図面上 段 をご覧 く ださい 。 本地区 の 基幹事 業 や提案 事 業の実施に

よる事 業 効果の 指 標とい た しまし て ，人口 定 着や市 立 図書館貸し

出し冊 数 を設定 し ており ま す。こ れ らの指 標 につき ま しては次回

の   評価委員会で詳細に説明する予定となっております  

次に１ ペ ージを お 開きく だ さい。 こ れは， 都 市再生 整 備計画 の
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目標及 び 期間を 示 したも の でござ い ます。 上 段から ， 地区名が宇

都宮東 地 区，面 積 が２４ ６ ｈａ， 計 画期間 が 平成１ ６ 年度から１

９年度といったことが記載されております。  

次に大 き な目標 と して， 広 域都市 圏 の拠点 都 市とし て ふさわ し

い魅力 あ る地域 づ くりを 掲 げてお り ます。 具 体的な 目 標としまし

ては， ２ つ掲げ て おりま す 。まず ， 目標１ で すが， 街 路等の整備

改善に よ る利便 性 ・安全 性 に優れ た 魅力あ る 住居空 間 の創出，ま

た，目 標 ２とし て 市街地 と して十 分 な公共 施 設を整 備 することに

よる防災機能の充実を掲げております。  

目標設 定 の根拠 で ござい ま すが， 概 略を説 明 いたし ま すと， 本

文にあ る とおり で ござい ま すが， 本 地区は ， ＪＲ宇 都 宮駅に隣接

し，高 い ポテン シ ャルを 有 する地 区 であり ， 駅東地 区 等の土地区

画整理 事 業が市 街 地とし て 整備さ れ つつあ る ものの ， 公共施設の

整備が 著 しく遅 れ ている 地 区であ る こと。 ま た，本 地 区には地区

住民で 構 成され た まちづ く り協議 会 等によ り 勉強会 ， 説明会を経

ながら 事 業認可 を 得た経 緯 がある こ と，３ 点 目とし ま して，今泉

川田線 な どの幹 線 道路の 整 備など に より渋 滞 などの 解 消によりい

っそう の 発展が 期 待でき る ことが ， 目標設 定 の根拠 と なっており

ます。 次 に中段 で は地区 の 課題に つ いて要 約 いたし ま すと，無秩

序な市 街 化の進 展 ，狭隘 な 道路や 公 園の未 整 備など に よる防災性

の不安 ， 河川の 氾 濫など が 挙げら れ ており ま す。次 の 段では，地

区の課 題 や目標 を 踏まえ て ，本地 区 の中長 期 的な将 来 ビジョンと

しまし て ，安全 で 快適な ま ちづく り の実現 を 掲げて お ります。幹

線道路 か ら補助 幹 線道路 等 整備に よ りまし て ，安全 で 快適に災害

に強いまちづくりを目指すものでございます。  

最下段 と して， 目 標を定 量 化する 指 標とし ま して， 人 口定着 ，

市立図書館貸出冊数，河川氾濫による浸水状況を掲げております。

つぎに ２ ページ を お開き く ださい 。 ここで は 計画区 域 の整備方針

を示し て おりま す 。大き く ２点掲 げ ており ま す。１ 点 目として魅

力ある 住 居空間 の 創出を 掲 げてお り ます， こ れは， 都 市基盤施設

の整備 に よる人 口 定着の 促 進と， 道 路整備 に よる安 全 で快適な歩

行者空間の確保ということでございます。  

２点目 と いたし ま しては 防 災に強 い まちづ く りの形 成 で，こ れ

は河川 整 備や公 園 整備に よ る災害 に 強いま ち づくり を 目指すもの
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です。 そ の他と い たしま し て，事 業 終了後 の 継続的 な まちづくり

活動を 掲 げてお り ます。 ハ ード整 備 が終了 し た後街 路 樹や公園の

維 持 管 理 に つ い て 地 域 住 民 の 方 々 に よ る 維 持 管 理 体 制 作 り を 進

め，地 域 住民を 主 体とし た 継続的 な まちづ く りを目 指 すものでご

ざいます。  

つぎに ３ ページ を ご覧く だ さい。 こ れは， 交 付対象 事 業等一 覧

表でご ざ います 。 ここで は ，基幹 事 業，提 案 事業の そ れぞれの交

付対象 事 業や， 交 付限度 額 ，国費 率 につい て 記載し て おります。

上段を ご 覧くだ さ い。全 体 の交付 対 象事業 費 は１６ 億 ９９４０万

であり ま す。交 付 限度額 は ，６億 ７ ９００ 万 円，国 費 率は４０％

でござ い ます。 そ の内訳 で すが， 下 段の大 き な枠の 中 をご覧くだ

さい。 こ こでは 基 幹事業 に ついて ， 事業や 事 業箇所 名 ，事業主体

事業期 間 ，事業 費 等につ い て記載 し ており ま す。ま ず ，基幹事業

ですが ， 近隣公 園 １箇所 と 街区公 園 ７箇所 の 公園整 備 が挙げられ

ており ま す。近 隣 公園１ 箇 所の対 象 事業費 は ，９６ ０ ０万円でご

ざいま す 。同様 に 街区公 園 の７箇 所 の交付 対 象事業 費 は，２億８

３００ 万 円とな っ ており ま す。次 に 下の欄 の 城東地 区 の土地区画

整理事 業 でござ い ますが ， 面積は ２ ６．１ ｈ ａで対 象 事業費とし

ては， １ ３億２ ０ ００万 円 となっ て おりま す 。基幹 事 業の交付対

象事業 費 の合計 と しまし て は，欄 外 にＡの 表 示で示 し ております

が，１ ６ 億９９ ０ ０万円 と なって お ります 。 次に提 案 事業をご覧

くださ い 。提案 事 業はソ フ ト事業 と なって お ります 。 事業といた

しまし て は，ま ち づくり 活 動推進 事 業とし て ３つの 事 業を挙げて

おりま す 。まず ， まちづ く り活動 推 進支援 で すが， 交 付対象事業

費は２ ０ 万円で ご ざいま す 。次に ， ワーク シ ョップ に よる公園計

画です が ，交付 対 象事業 費 は１０ 万 円でご ざ います 。 ３つ目とい

たしま し て樹木 の 里親制 度 ですが ， 交付対 象 事業費 は １０万円で

ございます。提案事業の交付対象の事業費の合計でございますが，

欄外の Ｂ の表示 で すが， 合 計で４ ０ 万円と な ってお り 基幹事業と

提案事 業 の合計 で は，１ ６ 億９９ ４ ０万円 と なって お ります。一

番下の段ですが，参考として関連事業について駅東第 3 や城東地

区 及 び 公 共 下 水 同 事 業 の そ れ ぞ れ の 事 業 費 が 記 載 さ れ て お り ま

す。以 上 で資料 ２ の都市 再 生整備 計 画宇都 宮 東地区 に ついての概

要説明を終わります。  
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はい。 あ りがと う ござい ま した。 事 務局か ら の説明 は 以上で ご

ざいますが，ご質問，ご意見等伺いたいと思います。  

 

１点教 え ていた だ きたい の ですけ れ ども， ３ ページ の 提案事 業

のまち づ くり活 動 推進事 業 で３つ 挙 がって い るので す が，少し具

体的な内容を教えていただきたいのですが。  

 

では， 今 のご質 問 につい て お答え い たしま す 。提案 事 業の内 容

を具体 的 にです が ，城東 土 地区画 整 理地区 で ，安心 快 適なまちづ

くりを イ メージ す るため に ，鳥瞰 図 を作成 い たしま し た。これが

鳥瞰図 で ござい ま す。そ れ と，ワ ー クショ ッ プによ る 公園整備１

０万円 で ござい ま すが， 地 域住民 に 周知す る ための パ ンフレット

作成が 主 でござ い ます。 ま た，樹 木 の里親 制 度１０ 万 円でござい

ますが ， 里親の ネ ームプ レ ート作 成 が主な 事 業でご ざ います。樹

木のネームプレートについては現在作成中でございます。  

 

河川の氾濫とありますが，どこがどう氾濫したのですか。  

 

それに つ きまし て は次回 １ ９日の 委 員会の ほ うで詳 し くご説 明

したい と 思いま す 。簡単 に 言いま す と，奈 坪 川が未 整 備のために

氾濫し た という 状 況でご ざ います 。 河川改 修 事業に は まちづくり

交付金 は 使わず に ，その 周 辺の道 路 整備等 に つきま し てまちづく

り交付金を使っております。  

 

それでは，よろしければ次の下平地区に行きたいと思います。

 

はい。 続 きまし て 資料３ の 下平地 区 でござ い ますが ， 現在こ の

地区に つ きまし て は，最 終 的段階 に 入って き ており ま すので，今

日配布 い たしま し た資料 の ３ペー ジ の交付 対 象事業 一 覧につきま

しては ， 本日配 布 いたし ま した１ 枚 の資料 に 基づき ご 説明させて

いただきたいと思います。  

それで は 資料３ の ４ペー ジ をご覧 く ださい 。 これは 都 市再生 整

備計画 の 下平地 区 の位置 を 示した も のです 。 下平地 区 の区域は宇
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都宮大 学 の南側 に 位置す る 赤の線 で 囲まれ た 区域で ご ざいます。

９３．９ｈａの区域でございます。  

次に５ ペ ージを ご 覧くだ さ い。こ れ は下平 地 区整備 方 針概要 図

でござ い ます。 下 平地区 は 薄い青 で 塗られ た 区域で ご ざいます。

図面上 部 に宇都 宮 大学が ご 確認い た だける と 思いま す 。また，図

面中央 の 下側に 変 形の５ 差 路がご ざ います が ，この 南 側にミツト

ヨ製作 所 が位置 し ており ま す。こ の 区域は 組 合施行 の 下栗平松本

町土地 区 画整理 事 業区域 ４ ５．７ ｈ ａと宇 都 宮大学 東 南部第１土

地区画 整 理事業 区 域４８ ． ２ｈａ を 合わせ た 全体面 積 ９３．９ｈ

ａの面 積 でござ い ます。 図 面でご 確 認いた だ けると お り，区域内

は概ね 住 宅地と し て土地 利 用がな さ れ，農 地 が点在 し ている状況

でございます。  

上段を ご 覧くだ さ い。本 地 区は防 災 機能の 充 実や生 活 環境の 改

善や幹 線 道路網 の 整備に よ る良好 な 環境の 住 宅地を 主 体とした市

街地の 形 成を整 備 方針と し て定住 人 口の拡 大 を図る 地 区として位

置づけ ら れた区 域 でござ い ます。 本 地区で の 主な事 業 としては図

面の中 の 枠の中 に 示され て いる通 り ，基幹 事 業と提 案 事業との２

つに分 け て整理 を してご ざ います 。 基幹事 業 といた し ましては，

区画整 理 事業や 公 園整備 事 業があ り ，また 提 案事業 と いたしまし

ては，まちづくり活動支援，ワークショップによる公園整備計画，

樹木の里親制度についてでございます。  

図面上 段 にお戻 り くださ い 。本地 区 の基幹 事 業や提 案 事業に よ

る事業 効 果の指 標 といた し まして ， 居住人 口 の増加 ， 消防困難地

域の解 消 など３ つ の指標 を 設定し て おりま す 。これ ら 指標につき

まして は ，次回 評 価委員 会 で詳細 を ご説明 す る予定 と なっており

ます。  

次に１ ペ ージを お 開きく だ さい。 こ れは都 市 再生整 備 計画の 目

標及び 計 画期間 な どを示 し たもの で ござい ま す。上 段 から地区名

下平地 区 ，面積 ９ ３．９ ｈ ａ，計 画 期間， 交 付期間 平 成１６年度

から平成１９年度の四ヵ年などが記載されております。  

次の段 で すが， 事 業の目 標 などが 示 されて お ります 。 大きな 目

標とし て ，幹線 道 路網の 整 備によ る 交通渋 滞 の解消 と 安全性の確

保，防 災 機能の 充 実，良 好 な環境 の 住宅地 を 主体と し た計画的な

市街地 の 形成に よ る定住 人 口の拡 大 を掲げ て おり， そ れを実現す
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るための具体的な目標として３つの目標を掲げております。  

まず， 目 標１と し まして ， 良好な 住 宅地を 主 体とし た 計画的 な

市街地 の 形成を 図 り，定 住 人口の 拡 大を図 る 。目標 ２ といたしま

しては ， 道路網 を 整備す る ことに よ り，交 通 渋滞と 狭 隘道路の解

消を図 り ，安全 性 の高い 市 街地の 形 成を進 め る。目 標 ３といたし

まして ， 公園整 備 により ， 良好な 住 環境を 有 するま ち づくりを進

めると と もに， 防 災機能 を 充実さ せ る。こ の ３つの 目 標を掲げて

おります。  

これら の 目標設 定 の根拠 と いたし ま して， 中 段のま ち づくり の

経緯と 現 況とし て 整理し て ござい ま す。目 標 設定の 根 拠は，本文

にある 通 りでご ざ います が ，概略 を 説明い た します と ，まず，本

地区は ， 宇都宮 東 部土地 区 画整理 事 業とし て 都市計 画 決定された

３２１ ha の中にあり，市街地を形成する上で高いポテンシャルを

有する 地 区であ り ，土地 区 画整理 事 業によ り 段階的 に 整備が進め

られて き ている こ と。ま た ，宇都 宮 市の市 街 地の動 向 は，新４号

国道や北関東横断道路など，JR 宇都宮駅東口から東への進展が顕

著であ る こと。 ３ 点目と い たしま し て，宇 都 宮大学 や 工業団地な

どを核として，産，学，住，遊の機能が融和した都市機能の充実，

地域の 環 境改善 や 利便性 の 向上を 図 ること が 必要と な っているこ

と，など目標設定の根拠となっております。  

次の段 で は，地 区 の課題 を 整理し て おりま す 。無秩 序 な市街 化

の進展 ， 狭隘な 道 路や公 園 の未整 備 による 防 災性へ の 不安，下水

道やガスなどのインフラ整備の遅れ，などが挙げられております。

さらに 次 の段で は ，地区 の 課題や 目 標を踏 ま えて， 本 地区の 中

長期的 な 将来ビ ジ ョンと し てやさ し さと安 全 安心を 共 有した，い

つまで も 住み続 け たくな る ，官民 協 働で進 め る魅力 あ るまちづく

りを掲 げ ており ま す。こ れ は，市 民 ，行政 ， 民間事 業 者がそれぞ

れの役 割 を認識 し ，三者 が 協働で ， 安全で 快 適に過 ご せるまちづ

くりを目指すものでございます。  

最下段 に は，目 標 を定量 化 する指 標 といた し まして ， 定住人 口

の増加 ， 消防困 難 地域の 解 消及び 公 園整備 に よる防 災 機能の充実

を掲げております。  

次に２ ペ ージを お 開きく だ さい。 こ こでは ， 計画区 域 の整備 方

針を示 し ており ま す。整 備 方針は 大 きく３ 点 掲げて お ります。１
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点目と い たしま し て，公 共 施設の 整 備改善 に より宅 地 利用の増進

を図る も ので， こ れは， 幹 線道路 や 区画道 路 ，上下 水 道，ガス，

電気等 の インフ ラ 整備に よ りまし て ，安全 で 快適な 住 環境を確保

し，宅 地 利用の 増 進を図 る もの。 ２ 点目と い たしま し て，都市計

画 道 路 及 び 区 画 道 路 整 備 に よ る 消 防 困 難 地 域 の 解 消 で ご ざ い ま

す。こ れ は，幹 線 道路の 整 備にあ わ せた区 画 道路や 公 園の整備に

より， 地 区の防 災 性を向 上 させる も のでご ざ います 。 ３点目とし

ては， ワ ークシ ョ ップに よ る整備 計 画です 。 地区の 公 園整備計画

に際し て は，ワ ー クショ ッ プを導 入 し，地 域 住民の 声 を反映した

ものとし，愛され親しまれる公園としていくものでございます。

その他 と して， 事 業終了 後 の継続 的 なまち づ くり活 動 を掲げ て

おりま す 。これ は ，ハー ド 整備が 終 了した 後 ，街路 樹 や公園の維

持 管 理 に つ い て 地 域 住 民 の 方 々 に よ る 維 持 管 理 体 制 づ く り を 進

め，地 域 住民を 主 体とし た 継続的 な まちづ く りを目 指 すものでご

ざいます。  

次に， 本 日配布 し ました 参 考資料 を ご覧く だ さい。 こ れは， 交

付対象 事 業等一 覧 表でご ざ います 。 ここで は ，基幹 事 業及び提案

事業の そ れぞれ の 交付対 象 事業費 や 交付限 度 額，国 費 率について

記載しております。  

まず， 上 段をご 覧 くださ い 。全体 の 交付対 象 事業費 は ２６億 １

２０万 円 であり ， 交付限 度 額は１ ０ 億４０ ４ ８万円 ， 国費率は４

０％で ご ざいま す 。その 内 訳です が ，下段 の 大きな 枠 の中をご覧

くださ い 。ここ で は，基 幹 事業に つ いて実 施 主体や 事 業期間，事

業費等を記載しております。  

まず， 基 幹事業 で すが， 街 区公園 ５ か所の 公 園整備 が 挙げら れ

ており ま す。街 区 公園の ５ か所の 交 付対象 事 業費は ２ 億２８５０

万円となっております。  

次に下 の 段です が ，宇都 宮 大学東 南 部第１ 地 区と下 栗 平松本 町

地区の 土 地区画 整 理事業 を 挙げて お ります 。 まず， 宇 都宮大学東

南部第 １ 地区で す が，面 積 が４８ ． ２ｈａ で 交付対 象 事業費とい

たしま し ては２ １ 億９５ ０ ０万円 と なって お ります 。 また，下栗

平松本 町 地区で す が，面 積 が４５ ． ７ｈａ で 交付対 象 事業費とい

たしましては１億７５００万円となっております。  

基幹事 業 の交付 対 象事業 費 の合計 と いたし ま しては ， 欄外に Ａ
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の 表 示 で 示 し て ご ざ い ま す ２ ５ 億 ９ ８ ５ ０ 万 円 と な っ て お り ま

す。  

次に大 き な枠の ２ つ目の 枠 にある 提 案事業 を ご覧く だ さい。 基

幹事業 は ハード 事 業でご ざ いまし た が，提 案 事業は ソ フト事業と

なって お り，事 業 といた し まして は ，まち づ くり活 動 推進事業と

して３つの事業を挙げてあります。  

まず， ま ちづく り 活動推 進 支援で す が，宇 都 宮大学 東 南部第 １

地区についての交付対象事業費は２５０万円でございます。  

次に， 下 栗平松 本 町地区 に ついて の ワーク シ ョップ に よる公 園

整備計 画 ですが ， 交付対 象 事業費 は １０万 円 でござ い ます。同様

に 樹 木 の 里 親 制 度 の 交 付 対 象 事 業 費 は １ ０ 万 円 と な っ て お り ま

す。  

提案事 業 の交付 対 象事業 費 の合計 と いたし ま しては ， 欄外に Ｂ

の表示 で 示して ご ざいま す ２７０ 万 円とな っ ており ま す。基幹事

業と提案事業の合計は，２６億１２０万円となっております。  

一番下 の 段です が ，参考 と して関 連 事業に つ いて， そ れぞれ の

地区の公共下水道事業の事業費が記載されております。  

以上で 資 料２の 都 市再生 整 備計画 ， 下平地 区 につい て の説明 を

終わります。  

 

ありが と うござ い ました 。 下平地 区 につい て ，ご質 問 ，ご意 見

ありましたらお願いします。  

 

下栗平 松 本町土 地 区画整 理 事業， こ れは間 接 となっ て おりま す

けど，これの全体事業費というのはどこの全体事業費でしょうか。

この地 区 全体の 総 事業費 で しょう か 。それ と も宇都 宮 市が負担す

る事業費ということですか。  

 

今ご指摘のところは，参考資料の全体のところですか。  

 

はい。  

 

これに つ きまし て は，ま ち 総とま ち 交の合 計 額にな っ ており ま

す。  
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それともう 1 つ，まちづくり推進活動支援のところで同じく間

接でゼ ロ ，ゼロ ， ゼロと な ってい ま すが， こ れは実 施 しなかった

ということですか。  

 

 そう い うこと で ござい ま す。当 初 下平地 区 につき ま しても，ま

ちづく り 活動推 進 支援と い う位置 付 けで予 算 化をし て ございまし

たが， 下 平地区 が 完了に 近 かった も のです か ら，パ ン フレット作

成など 様 々な提 案 事業が 入 れられ な い状況 に あった た め，ゼロに

なっているということでございます。  

 

よろし い ですか 。 宇都宮 大 学の近 く という こ とで三 橋 委員な に

かございますか。  

 

私は宇 大 第１土 地 区画整 理 事業の 審 議会の 委 員をし て おりま し

て，そ こ で質問 で すが４ ペ ージに あ ります 赤 い線で 囲 まれた区域

と宇都 宮 大学の 間 にある 緑 色に色 分 けされ て いる区 域 は宇大第２

地区で す か。ま た 今回地 区 入って い ないの は 終了年 度 が早いから

入っていないのですか。  

 

今ご指 摘 の緑色 に 着色し て ありま す 区域は ， 用途地 域 の違い が

色分け さ れてお り ます。 ま た，地 区 に入っ て いない の は，その区

域は宇 大 東南部 第 ２地区 で はなく ， 区画整 理 の組合 施 行の平松本

町第１地区で整備完了している地区であるためであります。  

 

宇大東 南 部第２ 地 区につ き まして は ，まち づ くり交 付 金の整 備

計画を別途考えて行きたいと思っております。  

 

市施行 と 組合施 行 が入り 混 じって い る区域 と いうこ と ですね 。

この地 区 からの 委 員さん が お二人 い ますが ， 平野委 員 ，この説明

で何か補足などございますか。  

 

特にございません。  
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小野委員は何かございますか。  

 

特にありません。  

 

色々な 事 業をし て いて大 変 な事業 だ と思い ま すが， 今 日現地 を

見せていただいて，次回色々な議論をしたいと思っております。

次に山王地区の説明をお願いします。  

 

それでは，資料４の山王地区ついてご説明いたします。  

５ペー ジ をお開 き くださ い 。赤で 囲 まれて い る部分 ， この区 域

につき ま しては 平 成６年 度 に建替 え 事業を 進 めてお り ました。ま

ち づ く り 交 付 金 が 創 設 さ れ る の に 従 い ま し て 山 王 団 地 の 建 替 え

を，新 た に宇都 宮 山王地 区 としま し て定め た 地区で あ ります。オ

レンジ 色 の部分 が 基幹事 業 で，公 営 住宅等 整 備事業 と なっており

ます。 ま た，緑 色 の部分 が 山王団 地 ２号児 童 公園整 備 事業となっ

ており ま す。そ れ から， 提 案事業 と しては ， 防犯啓 発 事業，住環

境維持啓発事業になっております。  

次に資料１ページをご覧ください。地区名が宇都宮山王地区で，

面積は ６ ．７ｈ ａ ，計画 期 間及び 交 付期間 は ，平成 １ ７年度から

平成１９年度となっております。  

次に， 地 区の目 標 につい て ですが ， 大目標 と いたし ま して， 誰

もが安 心 して快 適 に住み 続 けられ る ゆとり あ る住生 活 の実現を掲

げてお り ます。 具 体的な 目 標とし て ，市営 住 宅の建 替 えにより，

多様な 住 宅ニー ズ に対応 し た良好 な 居住環 境 を形成 す る，それか

ら，開 か れた公 園 や広場 の 設置に よ り，地 域 住民の コ ミュニティ

形成の 場 を確保 す るとと も に，住 環 境の向 上 を図る ， の以上２つ

を掲げております。  

次に， 目 標設定 の 根拠に つ いてで す が，地 区 の状況 と いたし ま

して本 地 区は， 市 の中心 部 より北 西 ，およ そ １０ｋ ｍ の地点にあ

ります 。 東北自 動 車道  宇 都宮イ ン ターチ ェ ンジ付 近 に位置して

おりま す 。周辺 の １ｋｍ 圏 内には ， 小学校 や 保育園 ， 地区市民セ

ンター な どの公 共 施設を 有 するな ど ，利便 性 の良い 住 宅地を形成

しております。  

 課題 と いたし ま しては ， 居住人 口 の減少 ， 少子高 齢 化の進展が



 
 - 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山 島 委 員 長  

 

 

三 橋 委 員  

見られ る ことか ら ，居住 環 境の整 備 などに よ り，多 様 な世帯の定

住促進 を 促し， 地 域住民 の コミュ ニ ティの 形 成と活 性 化・住環境

の向上 ・ 地区の 安 全確保 を 図る必 要 がある 。 という こ とを掲げて

おります。  

次に， 目 標を定 量 化する 指 標とい た しまし て は，居 住 人口の 増

加，公共施設満足度調査による満足度，地域コミュニティの向上，

の以上 ３ つを掲 げ ており ま す。こ れ らの指 標 につき ま しては，次

回の評 価 委員会 に おきま し て詳細 な 説明を さ せてい た だく予定と

しております。  

 ２ペ ー ジをお 開 きくだ さ い。整 備 方針と い たしま し ては，山王

市営住宅の建替えにより，定住人口を増加させ，地域活力の維持・

向上に 寄 与する こ と。地 域 住民の コ ミュニ テ ィの場 を 提供すると

ともに ， 自然環 境 の保全 や 住環境 の 向上を 図 ること 。 誰もが安全

に安心 し て快適 に 住み続 け られる 住 環境の 保 持を図 る こと。など

を掲げております。  

続きま し て３ペ ー ジをお 開 き下さ い 。交付 対 象事業 で すが， １

２億１５００万円となっております。交付限度額につきましては，

４億８ ６ ００万 円 ，国費 率 につき ま しては ４ ０％と な っておりま

す。次 に ，基幹 事 業の内 訳 といた し まして は ，公園 事 業が山王団

地２号 公 園，交 付 対象事 業 費が４ ４ ００万 円 ，地域 生 活基盤施設

整備事 業 で３０ ０ 万円， 公 営住宅 等 整備事 業 で１１ 億 ６６００万

円とな っ ており ， 基幹事 業 の合計 と いたし ま して１ ２ 億１３００

万円と な ってお り ます。 提 案事業 と いたし ま して， ま ちづくり活

動推進事業が２００万円となっております。  

4 ページにつきましては，説明は割愛させていただきます。  

以上で，山王地区の説明を終わります。  

また訂正がございます。資料３ページの基幹事業の公園の欄で，

事業箇 所 名が山 王 団地２ 号 棟にな っ ており ま すが， 山 王団地２号

公園に訂正をお願いします。よろしくお願いいたします。  

 

ありが と うござ い ました 。 山王地 区 につい て ，ご質 問 ，ご意 見

ありましたらお願いします。  

 

山王地 区 だけで は なく， ３ 地区全 体 の質問 と なるの で すがよ ろ
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しいで し ょうか 。 例えば こ の山王 地 区の場 合 は建替 え 部分だけが

区域で は なく， 団 地全体 を 事業区 域 として お ります が ，これはま

ちづく り 活動推 進 事業を 行 う地区 と 一致す る とのこ と で，このよ

うな地 区 になっ て いると 思 います が ，他の ２ 地区に つ いては，ま

ちづく り 活動推 進 事業の 趣 旨から す ると， 例 えば自 治 会等が地区

の中に あ ると思 い ますが ， 地区と 自 治会の 区 域がお お よそ一致す

るのか ど うかを 教 えてい た だきた い 。それ ら の区域 と 重ね合わせ

た地図 な どの資 料 があれ ば 分かり や すいの で ，次回 で 結構ですの

で示してください。  

 

よろし い ですか 。 ここは 団 地とい う 区域が 決 まって い るので こ

のよう な 区域に し ている と 思われ ま すが， 他 の２地 区 は非常に広

い地区 で あるの で どの範 囲 を考え て いるの か を，次 回 評価の時に

資料を提出してください。  

 

提案事 業 のまち づ くり推 進 活動事 業 の内容 に ついて 教 えて下 さ

い。最 初 の地区 は お聞き し まして ， 城東区 画 整理事 業 地区の鳥瞰

図の作 成 と，樹 木 の里親 制 度のネ ー ムプレ ー トとパ ン フレット作

成とお 聞 きしま し た。下 平 地区と 宇 都宮山 王 地区に つ いて教えて

ください。  

 

ここの宇都宮山王地区は，２００万円で事業しておりますね。

 

はい。 ま ず，防 犯 啓発事 業 としま し て，防 犯 パンフ レ ットを 配

布して お ります 。 それと ， 防犯パ ト ロール 用 の用品 を 自治会に貸

与し， そ れらを 使 って防 犯 パトロ ー ルを実 施 してお り ます。それ

から， 住 環境維 持 啓発事 業 としま し ては， 路 上駐車 禁 止表示の看

板を１ ２ か所設 置 してお り ます。 こ のよう な 内容と な っておりま

す。  

 

よろしいですか。  

 

はい。それでは下平地区はどうですか。  
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山 島 委 員 長  

下平地 区 ですが ， 宇都宮 大 学東南 部 第１地 区 のまち づ くり活 動

推進支 援 としま し て２５ ０ 万円計 上 してあ り ますが ， 地区内に事

業看板 を 設置し ま した。 そ れから 宇 都宮東 地 区と同 じ くパンフレ

ットの 作 成，樹 木 の里親 制 度のネ ー ムプレ ー トを実 施 しておりま

す。  

 

パンフ レ ットは 同 じ内容 な のか， 地 区によ っ て違う の か。掲 載

方法も全く違うのか。  

 

地区に よ り内容 は 違って き ますの で ，パン フ レット の 内容は 違

います 。 ただし ， 資金計 画 や掲載 す るもの は 概ね同 じ ものになり

ますの で 掲載方 法 はおな じ ですが ， 内容に つ いてそ の 地区性は出

ております。  

 

３地区 の 中で， 宇 都宮東 地 区と下 平 地区は 区 画整理 事 業が絡 む

ため山 王 地区と は 違うと 思 います が ，先ほ ど 三橋委 員 が宇大東南

部 第 １ 地 区 の 審 議 委 員 を な さ っ て お ら れ る と お 聞 き し た の で す

が，２ つ の区画 整 理事業 の 中で， 提 案事業 で あるま ち づくり活動

推 進 事 業 で 官 民 協 働 等 の 手 法 を 講 じ て い る と お 話 が あ る の で す

が，三 橋 委員が な さって お られる 区 画整理 審 議会の 中 でこのよう

なこと が 相当論 議 されて い ると思 わ れます 。 しかし ， その論議さ

れてい る ことが こ のシー ト や指標 の 中に出 て こない の は，この部

分を表現する上での整合性は難しいのかと思っております。  

 

どうでしょうか。  

 

委員の お っしゃ る とおり ， このシ ー トを作 成 する上 で 苦労い た

しまし た 。次回 こ の指標 に ついて 詳 しくご 説 明しま す が，やはり

当初設 定 しまし た 指標を ク リアで き なかっ た 部分も ご ざいます。

また， 当 初設定 す るにあ た って， 先 が見え な いため 非 常に設定が

難しい と ころが あ ります 。 そのた め ，この 指 標を設 定 するのが一

番の課題と考えております。  

 

アウト カ ム指標 と して数 値 で示し ま すので ， みんな が 笑顔で 元
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大 森 幹 事  

 

 

気なっ た 等は全 く 評価の し ようが な いこと で す。み ん ながうれし

そうに 歩 いてい る 等の評 価 が出来 な いので 難 しいで す けど，そこ

はまちづくりとして全体的な評価を来週行いたいと思います。  

ご意見・ご質問も出尽くしたようです。  

本日は こ れから ， ただい ま 説明の あ った３ 地 区の現 地 見学が 予

定され て おりま す が，現 地 見学後 に また何 か ご意見 等 があればお

願いしたいと思います。  

では， 事 務局か ら 現地調 査 につい て 何か説 明 があれ ば お願い し

ます。  

 

これか ら 現地調 査 をお願 い する訳 で すが， 資 料５と し て現地 調

査の資 料 がござ い ます。 こ の資料 の とおり 順 番に各 地 区をご覧に

なっていただきます。順番としましては下平地区，宇都宮東地区，

宇都宮 山 王地区 の 順に現 地 をご覧 い ただき ま す。現 地 では，時間

的都合 も ござい ま すので ， 地区ご と に１か 所 程度， 下 車いただき

説明したのち，車中からまちづくりの状況をごらんいただきます。

予定で は ，おお む ね２時 間 を予定 し ており ま す。地 下 駐車場に車

を用意 し ており ま す。こ れ から担 当 が誘導 い たしま す のでよろし

くお願いいたします。  

 

【現地調査へ出発】  

 

【現地調査から帰庁】  

 

現地調査，お疲れ様でした。  

現 地 を ご 覧 い た だ い て 何 か ご 質 問 等 あ り ま し た ら お 願 い し ま

す。  

 

雀宮南 地 区は事 後 評価不 要 とあり ま すが， な ぜ不要 な のでし ょ

うか。  

 

上原市 営 住宅整 備 ，公園 整 備につ き まして は ，まち づ くり交 付

金にな っ ており ま すが， 以 前は住 宅 市街地 総 合整備 事 業として経

過措置 と してま ち づくり 交 付金に 入 ってい る 事業の た め，事後評
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価は必 要 ないと の ことで す 。以前 か ら住宅 市 街地総 合 整備事業と

して整 備 をして き ました が ，残っ た 部分に つ いての み ，まちづく

り交付金の財源を活用して行ったものであります。  

 

今日見 た 宇都宮 山 王地区 も 建替え 事 業で行 っ ていて ， まちづ く

り交付 金 として 事 業を１ ６ 年度か ら 行って い るので す よね。制度

上そう な ってい る と思わ れ ますけ ど ，もう 少 し確認 し たいと思い

ますので，次回までに調べておいてください。  

ほかにご質問等はありませんか。よろしいですか。  

続きまして，５．「その他」の事項に入ります。事務局より何か

ございますか  

 

 今回 の 第１回 の 評価委 員 会につ い ては， 事 後評価 を 行う３地区

の計画 概 要など を ごらん い ただき ま したが ， 次回の 第 ２回の評価

委員会 に ついて は ，事後 評 価原案 の ご審議 を いただ き ますのでよ

ろしくお願いいたします。  

次回は１１月１９日月曜日，本庁舎１４階の１４Ａ会議室で  

１３時３０分から行いますのでよろしくお願いいたします。また，

本日ご 使 用にな り ました 資 料につ き まして ， 次回も 使 いますので

ご持参くださるようお願いします。  

 

何かあ り ますで し ょうか 。 次回も 今 日使用 し た資料 を 持参く だ

さるようお願いします。  

これで ， 議事は す べて終 了 いたし ま したの で ，それ で は，こ れ

をもち ま して第 １ 回宇都 宮 市まち づ くり交 付 金評価 委 員会を閉会

いたします。長時間お疲れ様でした。  
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